
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  日 時 令和３年 １０月２０日（水）１３：００～１６：００ 

 

会 場 南区役所別館 3階 

（ 南区皆実町一丁目４－４６ 南区地域福祉センター ） 
  

相談料 無料 

 

  定 員 ６名まで 

 
注意点 ・相談時間は、一人（一組）30分です。 

    ・原則、南区にお住まいの方を優先します。 

・事前の予約が必要です。電話または FAXで、お申込みください。 

      ・予約受付後、郵送または FAXで「予約受付票」を送付します。 

相談内容を記入し、相談日の 1週間前までに郵送または FAXで 

提出していただきます。 

 

 ※ 開催にあたっては、新型コロナウイルス感染対策を講じたうえで実施します。 

   （ 対策例：消毒、換気、アクリル板の設置 など ） 

 ※ 新型コロナウイルスの蔓延状況によっては、開催の中止を判断する場合が 

あります。 

 

 

  
 
＜ 問い合わせ および 申込先 ＞ 

社会福祉法人 広島市南区社会福祉協議会 

    住 所：南区皆実町一丁目４－４６（南区役所別館 3階） 

電 話：（082）251-0525  

       F A X：（082）256-0990 

 

南区社会福祉協議会では、下記日程で、無料法律相談（要予約）を開催します。 

相談内容は、親子関係・過払い金取り戻し・破産・土地のトラブル・相続など、 

さまざまなお悩みについて、担当の弁護士がご相談をお受けいたします。 

  この機会に相談をされてみてはいかがでしょうか。 

  気になられた方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 
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